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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】充分なアルカリ耐性、耐塩素性及び耐熱性を合わせ保有する分離膜を提供する。
【解決手段】ポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布を基材とし、該基材上に分
離層としてポリスルホン系樹脂組成物を一体形成したものを分離膜とすることにより、充
分なアルカリ耐性、耐塩素性及び耐熱性を付与することができるとともに分離層が基材層
から剥がれるのを防止でき、分離膜の耐久性が向上するとともに、長期運転を図ることが
容易となる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
分離層とポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布基材とが一体となる分離膜。
【請求項２】
前記不織布基材の厚みが０．０８～０．５mm、坪量が２０～１００ｇ／ｍ２、通気度が２
０～１００ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ、乾燥状態の抗張力が縦０．５ｋｇ／１５ｍｍ以上、横
０．５ｋｇ／１５ｍｍ以上であり、膜厚のバラツキが平均値±０．０２ｍｍである請求項
１に記載の分離膜。
【請求項３】
前記分離層がポリスルホン系樹脂からなる請求項１または２に記載の分離膜。
【請求項４】
生物由来成分含有溶液をろ過及び分離または濃縮する請求項１～３に記載の分離膜。
【請求項５】
前記生物由来成分がタンパク質、酵素、単糖類、多糖類、脂肪類、核酸である請求項４に
記載の分離膜。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布によって耐アルカリ性、耐
塩素性及び耐熱性を合わせもった分離膜に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より逆浸透膜、限外ろ過膜、精密ろ過膜等が、生体高分子含有溶液から特定の分子
をろ過及び分離または濃縮したり、細胞抽出物からのプロテインまたは生体高分子の精製
、汚染物質からの合成化学薬品の精製、又は、混合された化学薬品の分離、分子の分離な
ど様々な分野で用いられている。特に、近年、乳業は食品産業の中で最も分離技術の導入
が進んだ分野であり、乳業において各種乳成分の分離等に膜分離が用いられているが、乳
成分の場合、非常に分離膜がファウリングし易いため、頻繁に６０℃の高温でアルカリ溶
液や塩素溶液による膜の洗浄が行なわれる。このため、膜には特に高温及び薬品に対する
耐久性と薬品回復性が必要とされる。
【０００３】
　このような分離膜としては、織布や不織布等からなるシート状の基材上に分離活性層を
直接形成したものが提案されている。例えば特許文献１にはポリエステル不織布を用いた
ポリスルホン限外ろ過膜が開示されている。しかしながら、ポリエステルはアルカリ溶液
により容易に加水分解されて損傷を受け、高ｐＨの溶液処理には使用できない。
【０００４】
　また、特許文献２にはポリプロピレン不織布を用いたポリスルホン限外ろ過膜が開示さ
れている。かかるポリプロピレン不織布は常温のアルカリ溶液には耐性を有するが、ポリ
プロピレン繊維の熱融着性が低いため昇温下では不織布が損傷を受け、高温、高ｐＨ領域
の溶液処理には用いることができない。また、ポリプロピレンは次亜塩素酸ナトリウムに
代表される塩素系酸化剤に対する耐性（耐塩素性）が低いため、このような塩素を使用し
た薬品洗浄を繰り返して行なう事が困難である。
【０００５】
　さらに、特許文献３にはポリプロピレンを芯として用い、その外周をポリエチレンでコ
ートした芯－鞘構造を有する繊維を用いた不織布に表面熱処理を施して基材とすることに
より耐アルカリ性と耐塩素性、耐熱性を付与した不織布からなる分離膜が開示されている
。しかしながら、不織布の製法過程において、ポリプロピレンを芯として用い、その外周
をポリエチレンでコートした芯－鞘構造を有する繊維を融着させる場合、鞘であるポリエ
チレンが熱で溶融されバインダー効果となり、芯であるポリプロピレン繊維を繋ぎ合わせ
不織布となるが、その時、被覆していたポリエチレンの一部が溶け、芯のポリプロピレン
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が表面に現れてしまい、塩素存在下ではポリプロピレン繊維が劣化し不織布が損傷を受け
てしまう。特に、高温下では塩素によるポリプロピレン繊維の劣化の進行が著しいため、
高温下では塩素を用いることができない。
【０００６】
　また、特許文献４には界面重縮合によって得られた架橋ポリアミドからなる超薄膜層を
多孔質指示膜上に被覆してなる複合半透明膜において、該多孔質支持膜がポリフェニレン
サルファイドを主成分とする事を特徴とする複合半透明膜が開示されている。かかる多孔
質支持膜は、ポリフェニレンサルファイド繊維の不織布で強化されているものの、機能層
であるポリアミド膜は塩素によって劣化され、選択分離が低下してしまい塩素下では用い
ることができない。
【０００７】
　このように各種溶液（特にアルカリ廃液）の処理に分離膜を用いるには、充分な耐アル
カリ性、耐塩素性及び耐熱性を合わせ保有する必要があるが、これらを満足する分離膜は
得られていない。
【特許文献１】特開昭５４－１４３７６号公報
【特許文献２】特開昭５６－１５２７０５号公報
【特許文献３】特開２００１－１７８４２号公報
【特許文献４】特開平３－２７８８２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来の技術の上述した問題点を解決し、充分なアルカリ耐性、耐塩素性及び
耐熱性を併せ保有する分離膜を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明は、次の（１）～（５）に述べる構成からなる。
（１）分離層とポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布基材とが一体となる分離
膜。
（２）前記不織布基材の厚みが０．０８～０．５mm、坪量が２０～１００ｇ／ｍ２、通気
度が２０～１００ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ、乾燥状態の抗張力が縦０．５ｋｇ／１５ｍｍ以
上、横０．５ｋｇ／１５ｍｍ以上であり、膜厚のバラツキが平均値±０．０２ｍｍである
上記（１）に記載の分離膜。
（３）前記分離層がポリスルホン系樹脂からなる上記（１）または（２）に記載の分離膜
。
（４）生体高分子含有溶液をろ過及び分離または濃縮する上記（１）～（３）に記載の分
離膜。
（５）前記生体高分子がタンパク質、酵素、単糖類、多糖類、脂肪類、核酸である上記（
４）記載の分離膜。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布を基材とすることに
より充分なアルカリ耐性と耐塩素性、耐熱性を付与することができる。したがって、分離
膜の耐久性が向上され、長期運転を図ることが容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、分離層とポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布基材とが一体とな
る分離膜である。
【００１２】
　基材である不織布には、公知のポリフェニレンサルファイド繊維が用いられ、特に短繊
維が好ましく用いられる。このような繊維から公知の製法により不織布を製造することが
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できる。この不織布は、膜厚が０．０８～０．５ｍｍ、坪量が２０～１００ｇ／ｍ２、通
気度が２０～１００ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ、乾燥状態の抗張力が縦０．５kg／１５ｍｍ以
上、横０．５ｋｇ／１５ｍｍ以上であり、膜厚のバラツキが平均値±０．０２ｍｍである
ことが好ましい。ここで通気度とはJIS L 1079に規定された方法により測定された値であ
る。
【００１３】
　膜厚が０．０８ｍｍより薄く、坪量が２０ｇ／ｍ２未満、通気度が１００ｃｃ／ｃｍ２

／ｓｅｃより大きいと、分離膜の強度が低くなる場合がある。また、膜厚が０．５mmより
厚いとエレメント化するときの作業性が悪く、且つ、エレメントの有効膜面積の低下をも
たらす場合がある。坪量が１００ｇ／ｍ２より大きく、通気度が２０ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅ
ｃ未満であれば分離膜として十分な透水性確保の妨げとなる場合がある。又、膜厚のバラ
ツキが平均値±０．０２ｍｍより大きいと安定した製膜が行えない場合がある。このよう
な不織布として市販のものとしては、例えばＰＳ００６０ (廣瀬製紙(株)製)などが挙げ
られる。
【００１４】
　不織布は、膜厚のバラツキの低減、ポリフェニレンサルファイド繊維の充分な融着をは
かるために熱処理することが好ましい。熱処理方法は特に限定されないが、例えばカレン
ダーロールでの熱処理加工方法等を用いることができる。熱処理温度は１００～３００℃
、好ましくは１５０～２５０℃である。この熱処理にあたってはカレンダーロールによる
熱プレスが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の不織布を構成するポリフェニレンサルファイド繊維は１８０℃における
乾熱収縮率が１５％以下であることが好ましく、より好ましくは１０％以下である。乾熱
収縮率を１５％以下とすることで、湿式不織布の製造工程において、カレンダーロールで
の熱処理加工時に抄紙表面にシワなどの欠点を防ぐ事ができ、さらに、寸法安定性に優れ
た不織布とし、高温環境下での使用用途においても変形などを防ぐことができる。
【００１６】
　分離膜の素材としては耐アルカリ性を有する樹脂から選ばれ、ポリスルホン、ポリエー
テルスルホン、ポリフェニルスルホン等のポリスルホン系樹脂；ポリビニルアルコール、
エチレン－ビニルアルコール共重合体等のポリオレフィン系樹脂；ポリフェニレンスルフ
ィルド、ポリフェニレンスルフィルドスルフォンあるいはこれらの２種以上からなる混合
物が好ましく用いられる。
【００１７】
　前記基材の上に分離層を形成するには、まず分離層を形成する素材と添加剤の溶液を調
製する。
【００１８】
　添加剤としては、柔軟性の付与、膜ファウリングの抑制、可塑剤とポリスルホン系樹脂
との強固な結びつきを有する可塑剤が用いられる。可塑剤は、可塑剤中のポリプロピレン
オキサイドセグメントとポリエチレンオキサイドセグメントのそれぞれの繰り返し単位の
モル比が１０：９０～９０：１０であることが好ましく、より好ましくは１５：８５～８
５：１５、さらに好ましくは２０：８０～８０：２０である。ポリエーテルセグメントを
有する可塑剤として、ＢＡＳＦ社のＰｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標）シリーズや三洋化成工
業株式会社のニューポール（登録商標）　ＰＥシリーズが挙げられる。
【００１９】
　これら溶液は、前記の素材と可塑剤を溶解させることができる溶媒、例えば、Ｎ－メチ
ル－２－ピロリドン、N，N－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジ
メチルスルホキシド、ピリジン等の含窒素化合物、ジエチレングリコール、ジエチレング
リコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコ
ールジブチルエーテル等の多価アルコール及びその誘導体、１，４ジオキサン、テトラヒ
ドロフラン、エチル-ブチルエーテル等のエーテル・アセタール類やスルホランなどが用
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いられる。これらの溶媒は単独、あるいは２種以上を混合して用いてもよい。更に、１０
重量％以下の貧溶媒、例えば水やメタノール、エタノール、イソプロパノール、エチレン
グリコール等のアルコール類を添加しても良い。
【００２０】
　製膜原液の組成において、ポリスルホン系樹脂からなる樹脂は１５～３０重量％、添加
剤は０．１重量％から１０重量％、溶媒は６０重量％から８４．９重量％、非溶媒０～４
重量％の範囲が好ましい。なかでもポリスルホン系樹脂が極端に少ないと分離層の強度が
低くなり、多すぎると製膜原液の粘度が高過ぎ製膜が困難になると共に、膜が緻密化し目
的とする構造が得られ難いので、２０～２５重量％の範囲がより好ましい。
【００２１】
　添加剤である可塑剤の添加量が少ないと目的の分画分子量が得られ難く、極端に多すぎ
ると製膜原液の粘度が高過ぎ製膜が困難になり目的とする分離膜が得られ難い。従って、
より好ましくは３重量％～７重量％の範囲である。
【００２２】
　また、非溶媒は、あまり多すぎると製膜原液のゲル化がおこりやすくなることから、よ
り好ましくは添加しないことである。
【００２３】
　なお、製膜原液の温度は、２０℃～６０℃の範囲で選定するのが好ましく、より好まし
くは３０℃～５０℃の範囲である。凝固液の温度が２０℃以下になると添加剤が析出して
しまいゲル化が生じ、均質な膜が得られない。
【００２４】
　一方凝固浴としては、特に限定されないが、非溶媒、または非溶媒と溶媒を含む混合溶
液を用いることができる。溶媒は上記の溶媒をもちいることができ、また、非溶媒として
は水や、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール類及びこれら
の少なくとも2種からなる混合溶液等がもちいることができる。
【００２５】
　製膜原液にも非溶媒を用いる場合、凝固浴における非溶媒は、凝固浴の少なくとも８０
重量％とするのが好ましい。少なすぎるとポリエーテルスルホン系樹脂の凝固が遅くなり
細孔径が大きくなったりする。より好ましくは、９５重量％から１００重量％の範囲であ
る。
【００２６】
　なお、凝固液の温度は，０～６０℃の範囲で選定するのが好ましく、より好ましくは２
～３０℃である。凝固液の温度が６０℃を越えると急激にゲル化が生じ、得られる膜が疎
な構造になる。このため充分な阻止性能を有する膜が得られず、例えばデキストランに対
するふるい係数が大きくなるため、いわゆる分画分子量の小さい膜が得られ難い。一方、
凝固温度が０℃より低いと凝固液が凍るなど製膜に支障がある。
【００２７】
　凝固液中に浸漬した際、固化過程にある膜面に常に新しい凝固液を供給することが必要
である。膜面に新しい凝固液が供給されなかった場合、膜面の凝固液中には限外濾過膜素
材を溶解させる溶媒が混合され、限外濾過膜素材の固化が阻害され膜面が疎な構造となる
。かかる固化過程にある膜面に常に新しい凝固液を供給する方法としては特に限定されな
いが、例えば、製膜溶液を塗布した織布、不織布等の基材を連続的に凝固液中を移動させ
る、又は、凝固液自体を循環させる等の方法が取られる。
【００２８】
　製膜溶液を塗布した不織布の基材を連続的移動させる場合、その速度は１～３０ｍ/分
の範囲が好ましく、より好ましくは２～２０ｍ/分の範囲である。該条件により常に新し
い凝固液を膜面に供給する速度により膜表面を密又は疎にすることが可能である。又、５
０ｍ/分より速いと、製膜の際膜面に不均一部分が生ずる。
【００２９】
　膜の形状は平膜状が好ましいが、チューブ状、中空糸状など他の形態であってもよい。
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平膜状の場合、例えば、該不織布基材に上記溶液をキャスティングやディッピング方法で
塗布した後、凝固液中に浸漬する。これらの基材への溶液の塗布厚は２５～４００μmの
範囲が好ましく、より好ましくは３０～２５０μmの範囲である。
【００３０】
　更に得られた該多孔質支持膜表面を緻密化させるために、熱水洗浄による熱処理をさせ
る。熱処理温度は５０℃～１００℃の範囲が好ましく、より好ましくは７０℃～９８℃で
ある。この場合、熱水洗浄の溶液は水に浸漬するのが好ましい。
【００３１】
　そして、分離膜の分離層がポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布基材層の上
に形成された分離膜において、分離層を構成する樹脂、例えばポリスルホン系樹脂組成物
の一部が、基材層中に入り込み、一体となっていることが必須である。一体となる、すな
わち基材層に分離層を構成する樹脂が入り込むことで、いわゆるアンカー効果によって分
離層が基材層に堅固に定着され、分離層が基材層から剥がれるのを防止できるようになる
。分離層は、基材層に対して、片面に偏って存在しても構わないし、また、両面に存在し
ても構わない。分離層は、基材層に対して、対称構造であっても、非対称構造であっても
構わない。また、分離層が基材層に対して両面に存在する場合には、両面の分離層が基材
層に介して連続的であっても構わないし、不連続であっても構わない。
【００３２】
　この尺度として剥離強度が挙げられる。剥離強度の値は２ｋｇｆ／ｃｍ２以上が好まし
く、より好ましくは３ｋｇｆ／ｃｍ２以上である。剥離強度が２ｋｇｆ／ｃｍ２より小さ
い場合は不織布と分離活性層の接着性が低いことを意味し、逆圧（不織布側からの圧力）
がかかった場合に分離活性層と不織布が容易に剥がれてしまい、膜の破損を生ずる。この
ような物性値は前記の不織布物性と製膜条件を満足することにより得られる。
【００３３】
　これらの分離膜は前記のように耐アルカリ性を有している。かかる耐アルカリ性の測定
方法としては種々の方法があり、例えば、JIS K 7113に基づく引っ張り試験により分離膜
の破断強度を測定することができる。例えば、十分な耐アルカリ性を示すためには、水酸
化ナトリウム１０重量％の６０℃溶液に試験片を一週間浸漬した時、初期値に対し８０％
以上、好ましくは９０％以上の保持率を有していることが良い。保持率が８０％未満であ
ると耐アルカリ性が不十分である。又、実用上、分離膜を洗浄する必要があることを考え
、洗浄剤である酸化剤、例えば、次亜塩素酸ナトリウム溶液に対し耐性を有する必要があ
る。例えば、次亜塩素酸ナトリウム５％の９３℃溶液に試験片を一週間浸漬した時、初期
値に対し１０％以上、好ましくは２０％以上の保持率を有していることが良い。保持率が
１０％未満であると耐酸化剤性が不十分であり洗浄の面から好ましくない。
【００３４】
　本発明の分離膜は、耐熱性が高く、オートクレーブによる無菌化処理が可能であるため
、特に生物由来成分含有溶液に処理に好適に使用できる。生物由来成分とは、例えばタン
パク質、酵素、多糖類、単糖類、脂肪類、核酸をあげることができる。このような生物由
来成分の濃縮、精製、分離、培養を行なう際に、該成分以外の物質による汚染、該成分に
よるファウリングを防止するために、高温下での頻繁な薬品洗浄・殺菌が必要となる。本
発明の分離膜は、耐熱性・耐薬品性を併せ有するために、ラインから取り出して洗浄・殺
菌操作を行わずに、インラインでの洗浄・殺菌操作が可能であり、洗浄・殺菌に要するコ
ストを低減することができる。
【実施例】
【００３５】
　実施例、比較例における分離膜は、次のように測定した。
【００３６】
　（１）剥離強度
　剥離強度の測定方法はとしては種々の方法は、分離膜（１２．５６ｃｍ２）を評価用セ
ル（ザルトリウス製濾過器SM１６５０８８）に接着剤で貼りさらにその上から加工したセ



(7) JP 2009-202076 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

ルの蓋をしめ分離膜が剥がれないように固定し、分離膜の裏側（不織布側）から空気で圧
力をかけ、目視で分離層が剥がれた時の圧力を読み取って剥離強度を求めた。
【００３７】
　（２）破断強度
　破断強度は、分離膜をＪＩＳ Ｋ ７１１３に基づき試験片をカットし、薬液処理してな
い状態での引張強力をもとめ、また、種々の薬液処理した後の分離膜の引張強力から、破
断強度を求めた。
初期値に対する破断強度（％）＝薬品処理後の破断強力／初期値の破断強力×１００
　（３）デキストランに対するふるい係数（Ｓｃ）測定
　デキストランに対するふるい係数測定は、平膜の分離膜を所定の大きさカット（直径４
６ｍｍ）し、カットした分離膜を評価用セル（ＵＨＰ－４３Ｋ、アドバンテック東洋（株
）製）にセットし、２５℃に温度調整した評価用デキストラン水溶液原水を２０ｃｃ評価
セルに入れ、評価圧力１００ｋＰａの窒素圧で原水を攪拌しながら、５ｃｃ予備透過をし
た後、５ｃｃの透過液を採取した。
【００３８】
　これらのデキストラン水溶液を東ソー社製ＧＰＣ（ＨＬＣ－８２２０ＧＰＣ）装置で同
社製ＴＳＫ－ＧＥＬ（Ｇ３０００ＰＷＸＬ）カラムを使用し、ＦＬＯＷ ＲＡＴＥ１．０m
l、カラム温度４０℃での条件で処理し、その結果得られた示差屈折率からデキストラン
の重量平均分子量を求めた。
【００３９】
　なお、デキストラン水溶液の原液は、ＦＵＬＫＡ社製、重量平均分子量～１２００〔Ｎ
ｏ．３１３９４〕、～６０００〔Ｎｏ．３１３８８〕、１５０００～２００００〔Ｎｏ．
３１３８７〕、～４００００〔Ｎｏ．３１３８９〕、～６００００〔３１３９７〕、～２
０００００〔Ｎｏ．３１３９８〕をそれぞれ０．５mg/mlになるように作成した。溶質全
体では３．０mg/mlにした。
【００４０】
　ふるい係数は以下の式で求めた。ここで、ＣF＝透過液濃度、ＣＢ＝原液濃度とした。
デキストランふるい係数(%)＝ＣＦ×１００／ＣＢ
　（４）可塑剤Ａ
　ポリプロピレンオキサイドセグメント／ポリエチレンオキサイドのそれぞれの繰り返し
単位のモル比が２５：７５、重量平均分子量が１２，６００のＢＡＳＦ社製Ｐｌｕｒｏｎ
ｉｃ F１２７を可塑剤Ａとして使用した。
【００４１】
　 [実施例１]
　ポリスルホン系樹脂としてポリエーテルスルホン（BASF Ultrason（登録商標） E　602
0P）、添加剤として可塑剤Ａ、溶媒としてＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）をそれ
ぞれ用い、６０℃の温度下で十分に攪拌し、次の組成を有する製膜原液を得た。
ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）                   ：２３．０重量％
可塑剤Ａ                                  ：　５．０重量％
Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）             ：７２．０重量％
　次に上記製膜原液を３０℃に冷却した後、ポリフェニレンサルファイド繊維製不織布（
ＰＳ００６０　廣瀬製紙(株)製）上に厚さ１００μmで連続塗布し、塗布後、直ちに２０
℃の純水中に５分間浸漬しさらに９５℃の熱水に４分間浸漬して、熱処理と共に溶媒であ
るＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）及び添加剤の一部を洗い流して分離膜を得た。
なお、この不織布はポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布であり、膜厚１３６
μm、坪量６３．８ｇ／ｍ２、通気度３３．７ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ、乾燥状態の抗張力
が縦２．８５ｋｇ／１５mm、横１．８６ｋｇ／１５ｍｍであり、膜厚のバラツキが平均値
±０．２０ｍｍである。また、この不織布は２４０℃にて熱ロール間を通過させ熱処理し
たものであり、１６０℃／５分間の条件下のオートクレーブにおいても０．２６％の熱収
縮率とほとんど熱収縮がみられなかった。
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【００４２】
　次に、得られた分離膜のデキストランに対するふるい係数（Ｓｃ）測定を求めた結果、
重量平均分子量１０，０００のデキストランに対するふるい係数が０．１以下であった。
【００４３】
　得られた分離膜を１０％の水酸化ナトリウム溶液中に温度６０℃にて１週間浸漬し、破
断強度を測定した結果、初期値に対しほぼ９８％であった。また、この膜を次亜塩素酸ナ
トリウムの１％溶液（温度６０℃）に１週間浸漬した時の破断強度は初期値に対し８６％
であった。それら結果を表１に示す。
【００４４】
　［実施例２］
　ポリスルホン系樹脂としてポリエーテルスルホン（BASF Ultrason（登録商標）  E　60
20P）、添加剤として可塑剤Ａ、溶媒としてＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）をそ
れぞれ用い、６０℃の温度下で十分に攪拌し、次の組成を有する製膜原液を得た。
ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）                   ：２５．０重量％
可塑剤Ａ                                  ：　５．４重量％
Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）             ：６９．６重量％
　次に上記製膜原液を３０℃に冷却した後、ポリフェニレンサルファイド繊維製不織布（
ＰＳ００６０　廣瀬製紙(株)製）上に厚さ１００μmで連続塗布し、塗布後、直ちに２０
℃の純水中に５分間浸漬しさらに９５℃の熱水に４分間浸漬して、熱処理と共に溶媒であ
るＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）及び添加剤の一部を洗い流して分離膜を得た。
なお、この不織布はポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布であり、膜厚１３６
μm、坪量６３．８ｇ／ｍ２、通気度３３．７ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ、乾燥状態の抗張力
が縦２．８５ｋｇ／１５mm、横１．８６ｋｇ／１５ｍｍであり、膜厚のバラツキが平均値
±０．２０ｍｍである。また、この不織布は２４０℃にて熱ロール間を通過させ熱処理し
たものであり、１６０℃／５分間の条件下のオートクレーブにおいても０．２５％の熱収
縮率とほとんど熱収縮がみられなかった。
【００４５】
　次に、得られた分離膜のデキストランに対するふるい係数（Ｓｃ）測定を求めた結果、
重量平均分子量１０，０００のデキストランに対するふるい係数が０．０６以下であった
。
【００４６】
　得られた分離膜を１０％の水酸化ナトリウム溶液中に温度６０℃にて１週間浸漬し、破
断強度を測定した結果、初期値に対しほぼ９９％であった。また、この膜を次亜塩素酸ナ
トリウムの１％溶液（温度６０℃）に１週間浸漬した時の破断強度は初期値に対し８７％
であった。
【００４７】
　［実施例３］
　ポリスルホン系樹脂としてポリエーテルスルホン（BASF Ultrason（登録商標）  E　60
20P）、添加剤として可塑剤Ａ、溶媒としてＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）をそ
れぞれ用い、６０℃の温度下で十分に攪拌し、次の組成を有する製膜原液を得た。
ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）                   ：２３．０重量％
可塑剤Ａ                                  ：　　　０重量％
Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）             ：７７．０重量％
　次に上記製膜原液を３０℃に冷却した後、ポリフェニレンサルファイド繊維製不織布（
ＰＳ００６０　廣瀬製紙(株)製）上に厚さ１００μmで連続塗布し、塗布後、直ちに２０
℃の純水中に５分間浸漬しさらに９５℃の熱水に４分間浸漬して、熱処理と共に溶媒であ
るＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）及び添加剤の一部を洗い流して分離膜を得た。
【００４８】
　なお、この不織布はポリフェニレンサルファイド繊維からなる不織布であり、膜厚１３
６μm、坪量６３．８ｇ／ｍ２、通気度３３．７ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ、乾燥状態の抗張
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力が縦２．８５ｋｇ／１５mm、横１．８６ｋｇ／１５ｍｍであり、膜厚のバラツキが平均
値±０．２０ｍｍである。また、この不織布は２４０℃にて熱ロール間を通過させ熱処理
したものであり、１６０℃／５分間の条件下のオートクレーブにおいても０．２６％の熱
収縮率とほとんど熱収縮がみられなかった。
【００４９】
　次に、得られた分離膜のデキストランに対するふるい係数（Ｓｃ）測定を求めた結果、
重量平均分子量１０，０００のデキストランに対するふるい係数が０．６であった。
【００５０】
　得られた分離膜を１０％の水酸化ナトリウム溶液中に温度６０℃にて１週間浸漬し、破
断強度を測定した結果、初期値に対しほぼ９９％であった。また、この膜を次亜塩素酸ナ
トリウムの１％溶液（温度６０℃）に１週間浸漬した時の破断強度は初期値に対し８６％
であった。
【００５１】
　［比較例１］
　ポリスルホン系樹脂としてポリエーテルスルホン（BASF Ultrason（登録商標）  E　60
20P）、添加剤として可塑剤Ａ、溶媒としてＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）をそ
れぞれ用い、６０℃の温度下で十分に攪拌し、次の組成を有する製膜原液を得た。
ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）                   ：２３．０重量％
可塑剤Ａ                                  ：　５．０重量％
Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）             ：７２．０重量％
　次に上記製膜原液を３０℃に冷却した後、ポリプロピレンを芯としその外周をポリエチ
レンでコートした芯－鞘構造を有する繊維製不織布（ＨＯＰ－６０ＣＦ　廣瀬製紙(株)製
）上に厚さ１００μmで連続塗布し、塗布後、直ちに２０℃の純水中に５分間浸漬しさら
に９５℃の熱水に４分間浸漬して、熱処理と共に溶媒であるＮ－メチル－２－ピロリドン
（ＮＭＰ）及び添加剤の一部を洗い流して分離膜を得た。
【００５２】
　なお、この不織布はポリプロピレンを心材としポリエチレンを鞘材とする複合繊維から
なる不織布HOP－６０ＣＦ（廣瀬製紙(株)製）膜厚１６０μm、坪量４６ｇ／ｍ２、通気度
６０ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ、乾燥状態の抗張力が縦１０ｋｇ／１５mm、横３．５ｋｇ／１
５ｍｍであり、膜厚のバラツキが平均値±０．０１５ｍｍである。また、この不織布は１
３０℃にて熱ロール間を通過させ熱処理したものであり、１６０℃／５分間の条件下のオ
ートクレーブで熱処理では、不織布が大きく変形し４％の熱収縮率を示した。
【００５３】
　次に、得られた分離膜のデキストランに対するふるい係数（Ｓｃ）測定を求めた結果、
重量平均分子量１０，０００のデキストランに対するふるい係数が０．１以下であった。
【００５４】
　得られた分離膜を１０％の水酸化ナトリウム溶液中に温度６０℃にて１週間浸漬し、破
断強度を測定した結果、初期値に対しほぼ６３％であった。また、この膜を次亜塩素酸ナ
トリウムの１％溶液（温度６０℃）に１週間浸漬した時の破断強度は初期値に対し1％と
非常に低い値であり実用上問題のあるレベルであった。
【００５５】
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